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は
じ
め
に

冷
泉
為
村
は
、
江
戸
時
代
の
中
期
に
活
躍
し
、
冷
泉
家
中
興
の
祖
と
謳
わ
れ

た
当
代
随
一
の
歌
人
で
あ
る
。
和
歌
宗
匠
家
と
し
て
の
、
為
村
の
影
響
力
は
中

央
の
み
な
ら
ず
地
方
に
も
及
ん
で
い
た
。
代
表
的
な
門
人
に
、
小
沢
蘆
庵
・
屋

代
弘
賢
・
宮
部
義
正
・
石
野
広
通
・
萩
原
宗
固
・
慈
延
・
涌
蓮
な
ど
が
い
る
が
、

そ
れ
以
外
に
も
、
門
人
と
し
て
和
歌
の
添
削
を
受
け
る
者
は
大
勢
あ
っ
た
よ
う

だ
。
そ
の
一
端
は
大
阪
の
住
吉
大
社
に
現
存
す
る
和
歌
文
書（
１
）な

ど
か
ら
も
窺
え

る
。な

お
、
冷
泉
家
は
、
平
安
末
期
の
藤
原
俊
成
・
鎌
倉
初
期
の
定
家
父
子
に
よ

っ
て
歌
道
の
家
と
し
て
確
立
し
た
、
御
子
左
家
の
流
れ
を
く
ん
で
い
る
。
始
祖

は
定
家
の
孫
、
鎌
倉
末
期
の
歌
人
藤
原
為
相
で
、
江
戸
中
期
の
為
村
は
十
五
代

目
の
当
主
で
あ
る
。

①
為
相
―
②
為
秀
―
③
為
尹
―
④
為
之
―
⑤
為
富
―
⑥
為
広
―
⑦
為
和
―

⑧
為
益
―
⑨
為
満
―
⑩
為
頼
―
⑪
為
治
―
⑫
為
清
―
⑬
為
綱
―
⑭
為
久
―

⑮
為
村
―
⑯
為
泰
―
⑰
為
章
―
⑱
為
則
―
⑲
為
全
―
⑳
為
理
‥
‥
‥

（
九
代
為
満
ま
で
は
、
ほ
ぼ
室
町
期
以
前
に
あ
た
り
、
以
降
、
二
十
代

為
理
ま
で
は
、
ほ
ぼ
江
戸
期
に
あ
た
る
。）

さ
て
、
和
歌
三
神
（
玉
津
島
社
・
住
吉
社
・
柿
本
人
麻
呂
）
の
一
つ
で
あ
る

人
麻
呂
を
祀
っ
た
播
磨
と
石
見
の
柿
本
社
に
は
、
和
歌
文
書
が
数
多
く
奉
納
さ

れ
た
。
ま
た
、
明
石
の
人
麿
山
月
照
寺
に
も
、
同
寺
が
播
磨
柿
本
社
の
別
当
寺

で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
多
く
の
和
歌
関
係
文
書
が
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
等
の

中
に
、
冷
泉
為
村
が
明
和
七
年
（
一
七
七
〇
）
に
奉
納
し
た
〈
柿
本
人
麻
呂
神

像
〉
と
そ
れ
に
添
え
ら
れ
た
〈
十
八
首
和
歌
〉
が
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
為
村
が
人
麻
呂
の
神
像
と
と
も
に
奉
納
し
た
十
八
首
の
和
歌
文

書
（
以
下
、『
為
村
十
八
首
和
歌
』
と
記
す
）
を
紹
介
す
る
と
と
も
に
、
為
村
奉

納
和
歌
の
特
徴
に
つ
い
て
見
て
ゆ
こ
う
。

文
書
引
用
等
に
お
い
て
は
、
月
照
寺
二
十
六
世
間
瀬
元
道
住
職
と
同
寺
護
持

冷
泉
為
村
の
月
照
寺
奉
納
和
歌

―
明
和
七
年
奉
納
和
歌
を
め
ぐ
っ
て
―

神
　
道
　
宗
　
紀



冷泉為村の月照寺奉納和歌

一八

会
中
村
元
氏
・
網
順
三
氏
の
御
厚
意
を
賜
わ
っ
た
。

一
、
冷
泉
家
と
和
歌
三
神
奉
納
和
歌

和
歌
三
神
の
一
つ
で
あ
る
柿
本
人
麻
呂
を
祀
る
明
石
の
柿
本
神
社
に
、
別
当

月
照
寺
を
通
じ
て
、
和
歌
関
係
文
書
が
多
く
奉
納
さ
れ
た
こ
と
は
右
に
も
述
べ

た
。
同
様
に
、
和
歌
神
で
あ
る
大
阪
の
住
吉
社
と
和
歌
山
の
玉
津
島
社
に
も
、

和
歌
文
書
が
数
多
く
奉
納
さ
れ
て
い
る
。
住
吉
大
社
に
は
主
な
和
歌
文
書
四
十

六
点
が
現
存
し
、
玉
津
島
神
社
に
も
十
八
点
が
残
っ
て
い
る
が
、
各
々
冷
泉
家

お
よ
び
為
村
か
ら
の
和
歌
は
、
表
Ⅰ
・
Ⅱ
に
見
る
と
お
り
で
あ
る
。
ま
た
、
月

照
寺
に
は
主
な
和
歌
関
係
文
書
三
十
五
点
が
現
存
し
て
い
て
、
冷
泉
家
お
よ
び

為
村
か
ら
の
和
歌
は
表
Ⅲ
の
ご
と
く
で
あ
る
。

な
お
、
住
吉
社
・
玉
津
島
社
の
各
文
書
名
は
、
前
者
『
住
吉
大
社
奉
納
和
歌

集
』（
神
道
宗
紀
・
鶴
崎
裕
雄
　
東
方
出
版
刊
）
に
、
後
者
『
紀
州
玉
津
島
神
社

奉
納
和
歌
集
』（
鶴
崎
裕
雄
・
佐
貫
新
造
・
神
道
宗
紀
　
玉
津
島
神
社
刊
）
に
よ

っ
た
。
ま
た
、
柿
本
社
〔
月
照
寺
〕
の
和
歌
文
書
名
に
つ
い
て
は
、
現
在
執
筆

中
の
『
明
石
柿
本
神
社
奉
納
和
歌
集
（
仮
題
）』（
鶴
崎
裕
雄
・
神
道
宗
紀
・
小

倉
嘉
夫
）
に
よ
る
。

（
表
Ⅰ
）
住
吉
社
奉
納
冷
泉
家
和
歌
文
書
二
十
六
点

十
三
代
為
綱

『
天
和
三
年
六
月
一
日
五
十
首
（
短
冊
一
葉
）』

（
三
点
）

『
元
禄
六
年
六
月
〜
同
九
年
五
月
月
次
御
法
楽
五
十
首

巻
子
上
巻
（
十
九
首
）』

『
元
禄
六
年
六
月
〜
同
九
年
五
月
月
次
御
法
楽
五
十
首

巻
子
下
巻
（
十
六
首
）』

十
四
代
為
久

『
年
月
不
記
冷
泉
権
中
納
言
為
久
百
首
』

（
二
点
）

『
年
月
不
記
従
二
位
冷
泉
為
久
二
十
首
』

十
五
代
為
村

『
延
享
元
年
六
月
一
日
五
十
首
（
短
冊
一
葉
）』

（
十
点
）

『
宝
暦
十
年
三
月
廿
四
日
五
十
首
（
短
冊
二
葉
）』

『
明
和
四
年
三
月
十
四
日
五
十
首
（
短
冊
五
葉
）』

『
宝
暦
二
年
九
月
冷
泉
為
村
ほ
か
連
名
百
首(

十
一
首)

』

『
年
月
不
記
従
二
位
冷
泉
為
村
百
首
』

『
明
和
五
年
二
月
廿
日
冷
泉
為
村
春
日
詠
五
十
首
』

『
年
月
不
記
冷
泉
為
村
二
十
首
』

『
宝
暦
十
二
年
五
月
吉
日
冷
泉
為
村
報
賽
五
首
』

『
安
永
二
年
九
月
十
三
夜
沙
弥
澄
覚
三
十
一
首
』

『
年
月
不
記
冷
泉
為
村
ほ
か
堂
上
寄
合
二
十
首
（
短
冊
一
葉
）』

十
六
代
為
泰

『
宝
暦
十
年
三
月
廿
四
日
五
十
首
（
短
冊
一
葉
）』

（
四
点
）

『
明
和
四
年
三
月
十
四
日
五
十
首
（
短
冊
二
葉
）』

『
寛
政
九
年
十
一
月
廿
六
日
五
十
首
（
短
冊
三
葉
）』

『
年
月
不
記
冷
泉
為
村
ほ
か
堂
上
寄
合
二
十
首
（
短
冊
一
葉
）』



十
七
代
為
章

『
明
和
四
年
三
月
十
四
日
御
法
楽
（
短
冊
一
葉
）』

（
二
点
）

『
寛
政
九
年
十
一
月
廿
六
日
御
法
楽
（
短
冊
二
葉
）』

十
八
代
為
則

『
寛
政
九
年
十
一
月
廿
六
日
御
法
楽
（
短
冊
一
葉
）』

（
二
点
）

『
天
保
十
三
年
十
一
月
十
三
日
御
法
楽
（
短
冊
三
葉
）』

十
九
代
為
全

『
天
保
十
三
年
十
一
月
十
三
日
御
法
楽
（
短
冊
二
葉
）』

（
一
点
）

二
十
代
為
理

『
天
保
十
三
年
十
二
月
十
三
日
御
法
楽
（
短
冊
一
葉
）』

（
一
点
）

（
表
Ⅲ
）
柿
本
社
〔
月
照
寺
〕
奉
納
冷
泉
家
和
歌
文
書
八
点

十
四
代
為
久

『
三
十
六
歌
仙
式
紙
（
在
原
業
平
歌
の
書
写
一
葉
）』

（
一
点
）

十
五
代
為
村

『
御
奉
納

柿
本
社
御
法
楽
五
十
首
（
御
奉
納
石
見
国
柿
本
社

（
五
点
）

御
法
楽
分
の
一
首
）』

『
桜
町
天
皇
古
今
伝
授
五
十
首
和
歌
（
短
冊
一
葉
）』

『
冷
泉
家
柿
本
神
象
尊
前
法
楽
和
歌
十
首
（
二
首
）』

『
為
村
十
八
首
和
歌
』

『
明
和
七
年
九
月
一
日
人
麻
呂
御
神
影
寄
進
状
（
一
首
）』

十
六
代
為
泰

『
冷
泉
家
柿
本
神
象
尊
前
法
楽
和
歌
十
首
（
一
首
）』

（
一
点
）

十
七
代
為
章

『
冷
泉
家
柿
本
神
象
尊
前
法
楽
和
歌
十
首
（
一
首
）』

（
一
点
）

石
見

播
磨
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十
七
代
為
章

『
明
和
四
年
三
月
十
四
日
五
十
首
（
短
冊
一
葉
）』

（
二
点
）

『
寛
政
九
年
十
一
月
廿
六
日
五
十
首
（
短
冊
二
葉
）』

十
八
代
為
則

『
寛
政
九
年
十
一
月
廿
六
日
五
十
首
（
短
冊
一
葉
）』

（
二
点
）

『
天
保
十
三
年
十
一
月
十
三
日
五
十
首
（
短
冊
四
葉
）』

十
九
代
為
全

『
天
保
十
三
年
十
一
月
十
三
日
五
十
首
（
短
冊
二
葉
）』

（
一
点
）

二
十
代
為
理

『
年
月
不
記
冷
泉
為
理
十
五
首
』

（
一
点
）

廿
一
代
為
紀

『
年
月
不
記
冷
泉
為
紀
三
首
』

（
一
点
）

（
表
Ⅱ
）
玉
津
島
奉
納
冷
泉
家
和
歌
文
書
十
五
点

十
三
代
為
綱

『
仙
洞
御
所
月
次
奉
納
和
歌
巻
子
上
巻
（
二
十
首
）』

（
二
点
）

『
仙
洞
御
所
月
次
奉
納
和
歌
巻
子
下
巻
（
十
七
首
）』

十
四
代
為
久

『
冷
泉
為
久
詠
・
同
為
村
筆
「
吹
上
八
景
手
鑑
」』

（
一
点
）

十
五
代
為
村

『
宝
暦
十
年
三
月
廿
四
日
御
法
楽
（
短
冊
二
葉
）』

（
三
点
）

『
明
和
四
年
三
月
十
四
日
御
法
楽
（
短
冊
五
葉
）』

『
冷
泉
為
久
詠
・
為
村
筆
の
吹
上
八
景
手
鑑
』

十
六
代
為
泰

『
宝
暦
十
年
三
月
廿
四
日
御
法
楽
（
短
冊
一
葉
）』

（
三
点
）

『
明
和
四
年
三
月
十
四
日
御
法
楽
（
短
冊
二
葉
）』

『
寛
政
九
年
十
一
月
廿
六
日
御
法
楽
（
短
冊
三
葉
）』
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右
の
、
表
Ⅰ
・
表
Ⅱ
・
表
Ⅲ
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
和
歌
三
神
に
は
、

江
戸
期
の
冷
泉
家
歴
代
当
主
か
ら
数
多
く
の
和
歌
文
書
が
奉
納
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
中
で
も
為
村
は
殊
に
多
い
。
そ
こ
に
は
、
和
歌
宗
匠
家
当
主
の
歌
道
に
対

す
る
態
度
、
特
に
冷
泉
家
中
興
の
祖
と
謳
わ
れ
た
為
村
の
、
真
摯
な
態
度
を
窺

い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

為
村
は
、
十
二
歳
よ
り
霊
元
上
皇
の
和
歌
指
導
を
受
け
（
２
）

、
古
今
伝
授
さ
れ
た
。

為
村
の
十
二
歳
は
享
保
八
年
（
一
七
二
三
）
に
あ
た
り
、
折
し
も
人
麻
呂
千
年

忌
の
行
わ
れ
た
年
で
あ
る
。
播
磨
と
石
見
の
両
柿
本
社
に
祀
ら
れ
る
人
麻
呂
に

は
、
霊
元
上
皇
の
意
向
の
も
と
中
御
門
天
皇
に
よ
っ
て
、
正
一
位
の
神
位
と
大

明
神
の
神
号
が
授
け
ら
れ
た
。

こ
れ
を
機
に
霊
元
上
皇
か
ら
、
上
皇
が
皇
族
や
公
卿
た
ち
と
成
し
た
『
御
奉

納
柿
本
社
御
法
楽
五
十
首
』
が
両
柿
本
社
に
下
賜
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
五
十
首

の
和
歌
短
冊
は
、
益
田
の
高
津
柿
本
神
社
に
は
折
本
と
し
て
現
存
す
る
が
、
明

石
の
柿
本
神
社
〔
月
照
寺
〕
で
は
見
当
た
ら
な
い
。
た
だ
し
、
月
照
寺
僧
別
仙

叟
が
記
し
て
天
応
僧
の
書
写
し
た
『
神
号
神
位
記
録
』
に
は
下
賜
さ
れ
た
旨
を

記
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
明
石
柿
本
神
社
〔
月
照
寺
〕
の
方
で
は
見
当
た

ら
な
い
も
の
の
、
月
照
寺
に
は
両
柿
本
社
に
下
賜
さ
れ
た
百
首
を
書
き
写
し
た

綴
じ
本
が
あ
る
。
表
Ⅲ
の
為
村
の
項
第
一
例
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、

為
村
は
十
二
歳
で
石
見
国
柿
本
社
御
法
楽
に
「
紅
葉
」
の
題
で
一
首
を
詠
ん
で

い
る
こ
と
が
分
か
る
。
和
歌
界
ト
ッ
プ
の
面
々
と
座
を
構
え
る
よ
う
に
な
っ
た

の
で
あ
る
。

高
津
柿
本
神
社
に
は
こ
の
折
の
為
村
自
筆
短
冊
が
現
存
し
て
い
る
。
ま
だ

定
家
様

て
い
か
よ
う

の
筆
致
で
は
な
い
短
冊
を
見
て
い
る
と
、
上
皇
と
若
い
為
村
と
の
師
弟

関
係
が
推
し
量
ら
れ
る
。
ひ
い
て
は
、
上
皇
の
影
響
を
受
け
つ
つ
、
さ
ら
に
記

念
す
べ
き
こ
の
御
法
楽
が
人
麻
呂
千
年
忌
で
あ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
人
麻
呂
に

傾
倒
し
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
こ
と
な
ど
が
推
知
さ
れ
る
。
な
お
久
保
田
啓
一

氏
は
、
享
保
六
年
（
一
七
二
一
）
に
為
村
が
、
わ
ず
か
十
歳
で
玉
津
島
社
御
法

楽
の
月
次
歌
会
に
名
を
連
ね
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
（
３
）

。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
月
照
寺
綴
じ
本
の
石
見
柿
本
社
奉
納
分
と
、
益
田
の
高
津

柿
本
神
社
に
残
る
霊
元
上
皇
以
下
の
自
筆
短
冊
（
歌
題
は
統
一
し
た
筆
で
書
か

れ
て
い
る
）
を
比
較
し
て
み
る
と
、
漢
字
や
仮
名
の
表
記
の
違
い
か
ら
、
短
冊

を
書
写
し
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
分
か
る
。
恐
ら
く
は
、
霊
元
上
皇
の
仙
洞

御
所
な
ど
で
、
両
柿
本
社
御
法
楽
和
歌
の
披
講
が
行
わ
れ
た
際
に
、
百
首
を
書

き
留
め
て
浄
書
し
た
も
の
が
綴
じ
本
と
し
て
、
和
歌
短
冊
『
御
奉
納
柿
本
社
御

法
楽
五
十
首
』
と
と
も
に
両
社
へ
奉
納
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
高
津
柿
本
神
社
所
蔵
の
和
歌
関
係
文
書
を
、
国
文
学
研
究
資
料
館
の

調
査
員
と
し
て
調
査
し
、
さ
ら
に
は
同
神
社
宮
司
中
島
匡
博
氏
の
御
厚
意
を
賜

っ
て
、
筆
者
お
よ
び
鶴
崎
裕
雄
氏
（
帝
�
山
学
院
大
学
名
誉
教
授
）
・
小
倉
嘉

夫
氏
（
池
坊
短
期
大
学
助
教
授
）
の
三
名
が
現
在
調
査
と
研
究
を
行
っ
て
い
る

が
、
高
津
柿
本
神
社
の
方
で
百
首
を
書
き
留
め
た
も
の
は
、
現
時
点（
４
）で

は
見
つ

か
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
芦
田
耕
一
氏
の
「
島
根
大
学
附
属
図
書
館
蔵
『
人

麿
御
奉
納
百
首
和
歌
』
―
紹
介
と
翻
刻
―（
５
）

」
に
よ
っ
て
、
石
見
柿
本
社
に
も
同

様
の
も
の
が
奉
納
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
た
だ
こ
ち
ら
は
、
月
照
寺

所
蔵
の
も
の
と
は
漢
字
と
仮
名
の
表
記
や
作
者
の
記
し
方
な
ど
に
相
違
点
が
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多
々
あ
り
、
違
う
人
物
に
よ
っ
て
書
き
留
め
浄
書
さ
れ
た
も
の
と
推
断
さ
れ
る
。

二
、﹃
為
村
十
八
首
和
歌
﹄
の
書
風
お
よ
び
翻
刻

さ
て
、
前
節
の
表
Ⅲ
（
柿
本
社
〔
月
照
寺
〕
奉
納
冷
泉
家
和
歌
文
書
）
の
為

村
項
に
掲
げ
た
『
為
村
十
八
首
和
歌
』（
写
真
Ⅱ
）
に
つ
い
て
見
て
ゆ
こ
う
。
こ

の
和
歌
文
書
に
は
、
柿
本
人
麻
呂
の
神
像
（
写
真
Ⅰ
）
を
奉
納
す
る
旨
の
序
文

が
あ
り
、
末
尾
に
は
「
明
和
七
年
夏
」
の
日
付
が
添
え
ら
れ
て
い
る
。
和
歌
本

文
を
含
め
、
い
ず
れ
も
為
村
の
自
筆
で
書
か
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
筆
者
は
か
つ
て
、
冷
泉
為
村
の
書
風
の
変
遷
を
四
期
に
分
け
て

論
じ
た
こ
と
が
あ
る
（
６
）。

そ
の
時
に
、
各
期
の
特
徴
を
お
よ
そ
次
の
よ
う
に
説
い
た
。

第
一
期
　
定
家
流
の
書
法
を
上
冷
泉
家
の
も
の
と
し
て
復
活
さ
せ
た
時
期
で
、

住
吉
社
に
初
め
て
奉
納
さ
れ
た
三
十
三
歳
の
時
の
『
延
享
元
年
六
月

一
日
　
五
十
首
』
中
の
為
村
短
冊
は
既
に
こ
の
書
体
で
あ
る
。
終
わ

り
は
四
十
一
・
二
歳
頃
。
代
表
作
品
は
住
吉
大
社
蔵
『
年
月
不
記

従
二
位
冷
泉
為
村
百
首
』（
写
真
Ⅲ
）。

第
二
期
　
為
村
独
自
の
書
法
で
あ
る
冷
泉
流
が
確
立
し
た
時
期
で
あ
る
。
そ

れ
は
四
十
二
・
三
歳
頃
か
ら
五
十
代
の
初
め
頃
で
、〈
太
く
丸
味
を
帯

び
た
〉
部
分
を
よ
り
強
調
し
て
書
か
れ
る
。
代
表
作
品
は
、
住
吉
大

社
蔵
『
宝
暦
十
二
年
五
月
吉
日
　
冷
泉
為
村
報
賽
五
首
』（
写
真
Ⅳ
）

や
『
宝
暦
十
年
三
月
二
十
四
日
　
五
十
首
』
中
の
為
村
短
冊
。

第
三
期
　
第
二
期
か
ら
第
四
期
へ
の
移
行
の
時
期
。
五
十
代
の
半
ば
か
ら
五

十
七
歳
ま
で
で
、〈
細
い
線
〉
を
強
調
し
て
書
い
た
。
第
二
期
の
、
太

く
丸
味
を
帯
び
た
部
分
を
強
調
し
、
か
つ
細
い
線
を
強
調
し
た
時
期

で
あ
る
。
代
表
作
品
は
住
吉
大
社
蔵
『
明
和
四
年
三
月
十
四
日
　
五

十
首
』
中
の
為
村
短
冊
。

第
四
期
　
冷
泉
流
書
法
を
著
し
く
強
調
し
た
時
期
、
つ
ま
り
冷
泉
流
書
体
の

円
熟
期
で
あ
る
。
そ
の
書
体
は
、〈
極
端
に
太
い
線
〉
と
〈
極
端
に
細

い
線
〉
と
が
、〈
極
端
な
丸
み
を
帯
び
〉
て
バ
ラ
ン
ス
よ
く
連
な
る
。

五
十
八
歳
か
ら
他
界
す
る
六
十
三
歳
ま
で
。
代
表
作
品
は
、
住
吉
大

社
蔵
『
安
永
二
年
九
月
十
三
夜
　
沙
弥
澄
覚
三
十
一
首
』（
写
真
Ⅴ
）。

写真Ⅰ　月照寺蔵 厨子の中の柿本人麻呂像（冷泉為村奉納）
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写真Ⅱ　月照寺蔵『為村十八首和歌』の部分

写真Ⅲ　住吉大社蔵『年月不記 冷泉為村詠百首』の部分
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写真Ⅳ　住吉大社蔵『宝暦十二年五月吉日 冷泉為村報賽五首』

写真Ⅴ　住吉大社蔵『安永二年九月十三夜 沙弥澄覚三十一首』の部分
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右
の
第
一
期
〜
第
四
期
に
お
い
て
、
注
意
す
べ
き
は
第
三
期
で
あ
る
。
こ
の

期
に
は
写
真
Ⅳ
に
近
い
筆
跡
か
ら
写
真
Ⅴ
に
近
い
も
の
が
混
在
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
ま
さ
に
、
第
二
期
か
ら
第
四
期
へ
の
移
行
の
時
期
と
い
え
る
。

次
に
、
冷
泉
為
村
が
月
照
寺
に
奉
納
し
た
『
為
村
十
八
首
和
歌
』（
写
真
Ⅱ
）

の
筆
致
を
写
真
Ⅲ
・
Ⅳ
・
Ⅴ
の
各
々
と
比
べ
て
み
る
と
、
写
真
Ⅳ
に
比
較
的
近

い
も
の
の
、
Ⅳ
と
Ⅴ
の
中
間
で
あ
る
よ
う
に
判
断
さ
れ
よ
う
。
本
『
為
村
十
八

首
和
歌
』
の
奉
納
さ
れ
た
明
和
七
年
（
一
七
七
〇
）
は
、
為
村
五
十
九
歳
の
年

で
、
右
の
分
類
に
従
え
ば
書
風
第
四
期
に
あ
た
る
。
だ
が
、
こ
れ
で
は
書
風
と

奉
納
の
時
期
と
が
一
致
し
な
い
。
そ
こ
で
、
以
下
の
よ
う
に
考
え
ざ
る
を
得
な

い
。か

つ
て
、
為
村
の
書
風
変
遷
を
論
じ
た
時
に
、
拙
稿
「
冷
泉
為
村
の
奉
納
和

歌
―
住
吉
社
・
玉
津
島
社
奉
納
和
歌
と
そ
の
書
風
―（
７
）

」
に
お
い
て
筆
者
は
書
風

第
三
期
に
つ
き
、
左
の
ご
と
く
述
べ
た
。

続
い
て
、
住
吉
社
に
奉
納
さ
れ
た
明
和
五
年
の
『
春
日
詠
五
十
首
和
歌
』

で
あ
る
。
こ
の
懐
紙
の
筆
跡
が
、
第
二
期
の
各
々
と
異
な
っ
て
い
る
よ
う

に
は
思
わ
れ
な
い
。
し
か
し
、
前
年
奉
納
『
明
和
四
年
三
月
十
四
日
御
法

楽
』
中
の
短
冊
は
、
第
二
期
の
書
法
と
は
明
ら
か
に
違
う
の
で
期
を
分
け

た
。
住
吉
玉
津
島
両
社
に
各
五
枚
残
る
が
、
そ
れ
等
は
定
家
流
の
特
色

「
細
い
線
と
太
い
線
の
混
じ
り
合
う
」
と
い
う
部
分
の
、「
細
い
線
」
を
強

調
し
て
書
か
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
そ
れ
は
、
第
二
期
の
よ
う
に
太
く
丸
味

を
帯
び
た
部
分
を
強
調
し
、
か
つ
細
い
線
を
強
調
し
た
書
体
に
な
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。
五
十
代
の
半
ば
か
ら
五
十
七
歳
ま
で
を
第
三
期
と
し
て
お

く
。
こ
の
期
は
、『
春
日
詠
五
十
首
和
歌
』
の
よ
う
な
例
も
あ
る
の
で
、
第

二
期
か
ら
第
四
期
へ
の
移
行
の
時
期
と
い
え
る
。

傍
線
部
の
と
お
り
、
第
三
期
の
範
囲
を
一
応
、
五
十
代
の
半
ば
か
ら
五
十
七

歳
ま
で
と
す
る
旨
を
示
し
た
の
で
あ
る
。
だ
が
、
今
回
『
為
村
十
八
首
和
歌
』

の
よ
う
な
筆
跡
を
目
に
し
た
以
上
、
第
三
期
の
下
限
は
〈
五
十
代
終
わ
り
頃
ま

で
〉
と
訂
正
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
『
為
村
十
八
首
和

歌
』
は
書
風
第
三
期
に
あ
た
り
、
第
二
期
（
例
え
ば
写
真
Ⅳ
）
に
近
い
筆
致
と

第
四
期
（
例
え
ば
写
真
Ⅴ
）
に
近
い
筆
致
と
が
混
在
し
て
い
る
時
期
の
作
品
、

と
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ち
な
み
に
、
本
『
為
村
十
八
首
和
歌
』
と
同
じ

明
和
七
年
（
一
七
七
〇
）
に
書
か
れ
た
文
書
（
表
Ⅲ
・
為
村
の
第
五
例
）
は
、

写
真
Ⅳ
よ
り
も
写
真
Ⅴ
に
近
い
。

さ
て
冷
泉
為
村
は
、
遠
祖
藤
原
定
家
の
成
し
た
〈
一
字
の
中
に
細
い
線
と
太

い
線
の
混
じ
り
合
う
、
や
や
丸
み
を
帯
び
た
偏
平
な
字
体
で
綴
る
書
法
（
定
家

様
）〉
つ
ま
り
定
家
流
の
書
風
を
復
活
さ
せ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
書
法
か
ら
〈
や

や
丸
み
を
帯
び
た
偏
平
〉
な
部
分
を
よ
り
強
調
さ
せ
た
、
い
わ
ゆ
る
冷
泉
流
の

書
法
を
作
り
上
げ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
書
体
は
冷
泉
家
歴
代
当
主
、
お
よ
び
許

さ
れ
た
門
弟
に
よ
っ
て
〈
晴
れ
〉
の
書
、
す
な
わ
ち
正
式
に
和
歌
を
し
た
た
め

る
時
の
書
体
と
し
て
受
け
継
が
れ
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。
為
村
の
奉
納
和
歌
が
、

冷
泉
流
の
筆
致
で
綴
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
、
晴
れ
の
場
で
あ
る
故
に
当
然
の
こ

と
な
の
だ
が
、
こ
こ
に
為
村
奉
納
和
歌
の
特
徴
の
一
つ
が
あ
る
と
言
え
よ
う
。
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続
い
て
、『
為
村
十
八
首
和
歌
』
の
全
文
を
掲
げ
て
お
く
。
な
お
、
序
文
の
句

読
点
お
よ
び
歌
番
号
は
筆
者
。
和
歌
の
部
分
は
論
述
（
第
三
節
）
の
便
宜
か
ら

原
文
ど
お
り
に
、
上
下
の
各
句
を
二
行
で
示
し
た
。

柿
本
尊
像
頓
阿
法
師
作
（
８
）

去
年
の
冬
よ
り
三
度
に
三
座
、
お
も
は
す
感
得
す
る
事

あ
り
。
此
度
は
播
磨
か
た
明
石
の
月
照
し
つ
た
ふ
る
寺
に
よ
せ
た
て
ま
つ

ら
む
と
、
願
思
ふ
時
し
も
あ
れ
、
別
当
孝
道
ま
れ
に
都
に
の
ほ
り
ぬ
と
き

け
は
、
幸
に
し
る
人
に
な
り
て
心
願
を
か
た
り
し
か
は
、
も
り
た
て
ま
つ

り
て
、
か
へ
り
納
め
奉
ら
む
と
聞
か
え
し
、
あ
ら
た
に
御
厨
子
つ
く
り
て

安
置
し
、
す
な
は
ち
か
の
僧
に
付
侍
る
。
な
か
く
も
り
奉
り
、
道
の
繁
栄

を
久
し
く
い
の
り
あ
ふ
か
む
の
志
を
こ
め
て
、
歌
の
上
下
の
句
の
か
た
に

字
を
な
ら
へ
十
八
首
と
な
し
、
お
な
し
く
奉
納
す
。

澄
覚
上

01

か
た
え
ま
つ
さ
き
て
春
し
る
梅
か
ゝ
や

き
ゝ
の
雪
消
の
は
し
め
な
る
ら
む

02

の
と
か
な
る
花
の
ゆ
ふ
は
へ
く
れ
そ
ひ
て

も
る
か
け
霞
む
は
る
の
夜
の
月

03

と
し
こ
と
の
や
よ
ひ
の
ま
つ
り
い
く
か
へ
り

の
と
か
な
る
世
の
は
る
を
か
さ
ね
む

04

し
け
か
ら
ぬ
言
葉
の
木
か
け
こ
ゝ
か
し
こ

む
ら

み
え
て
さ
け
る
卯
花

05

し
の
ひ
音
の
こ
ろ
す
き
ぬ
れ
は
夏
ふ
か
き

や
ま
ほ
と
ゝ
き
す
を
ち
か
へ
り
な
く

06

う
き
瀬
を
も
わ
す
る
ゝ
麻
の
大
ぬ
さ
を

と
る
て
す
ゝ
し
き
か
は
風
そ
ふ
く

07

む
し
の
ね
も
み
た
れ
て
露
の
お
く
ふ
か
き

あ
き
の
花
野
の
い
ろ
は
幾
く
さ

08

ほ
か
よ
り
も
あ
か
し
の
月
の
夜
な

に

う
ら
浪
は
れ
て
か
け
そ
く
も
ら
ぬ

09

し
く
れ
の
雨
や
ま
を
め
く
る
も
幾
度
そ

の
こ
る
か
た
な
く
そ
む
る
紅
葉
ゝ

10

つ
も
り
ぬ
る
落
葉
の
う
へ
の
朝
霜
や

く
た
さ
て
猶
も
い
ろ
を
そ
ふ
ら
ん

11

れ
ん
日
の
雪
は
あ
け
暮
月
花
に

る
い
し
て
み
る
も
あ
か
ぬ
色
か
な

12

を
の
か
ね
は
か
く
れ
ぬ
ゆ
き
の
ふ
る
年
に

く
る
は
る
い
そ
く
枝
の
う
く
ひ
す

13

は
つ
く
さ
の
は
つ
か
に
か
く
る
こ
と
の
葉
も

つ
ゆ
あ
さ
か
ら
ぬ
契
り
と
を
な
れ

14

せ
け
は
な
を
涙
そ
て
こ
す
思
河

う
き
名
な
か
さ
ぬ
し
か
ら
み
も
か
な

15

し
は
し
た
ゝ
と
け
し
や
契
り
あ
り
し
夜
に

に
ぬ
つ
れ
な
さ
の
か
た
き
下
紐
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16

な
に
た
か
き
ひ
か
り
も
代
々
に
ま
す
鏡

か
み
の
み
か
け
を
う
つ
す
神
垣

17

く
り
か
へ
し
神
の
し
め
縄
な
か
ゝ
れ
と

お
も
ふ
こ
ゝ
ろ
に
か
く
る
こ
と
の
葉

18

さ
ち
あ
れ
と
め
く
む
も
し
る
き
神
慮

む
か
ふ
ひ
か
り
そ
道
に
あ
ま
ね
き

明
和
七
年
夏

三
、
為
村
奉
納
和
歌
に
見
る
言
語
遊
戯

こ
の
『
為
村
十
八
首
和
歌
』
に
は
、
序
文
の
最
後
に
「
歌
の
上
下
の
句
の
か

た
に
字
を
な
ら
へ
十
八
首
と
な
し
」
と
記
す
ご
と
く
、
和
歌
上
の
修
辞
、
つ
ま

り
言
語
遊
戯
が
施
さ
れ
て
い
る
。『
為
村
十
八
首
和
歌
』
だ
け
で
な
く
、
概
し
て

為
村
の
奉
納
和
歌
に
は
、
言
語
遊
戯
が
多
く
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
住
吉
大
社

に
現
存
す
る
為
村
の
個
人
的
な
奉
納
和
歌
（
連
名
に
よ
る
も
の
を
除
く
）
六
点

中
、『
宝
暦
十
二
年
五
月
吉
日
　
冷
泉
為
村
報
賽
五
首
』『
安
永
二
年
九
月
十
三

夜
　
沙
弥
澄
覚
三
十
一
首
』
の
二
点
は
、
内
題
に
各
々
「
毎
首
置
字
」「
毎
歌
首

令
冠
字
」
と
添
え
ら
れ
て
い
て
、
あ
る
言
葉
を
各
歌
の
冒
頭
に
一
字
ず
つ
配
し

て
詠
ん
だ
こ
と
が
分
か
る
。
こ
れ
は
〈
か
ぶ
り
歌（
９
）（

冠
り
歌
）〉
と
称
さ
れ
て
い

た
も
の
で
、
折
句
の
一
種
で
あ
る
。

前
者
の
五
首
は
、
春
・
夏
・
秋
・
冬
・
祝
の
順
に
配
さ
れ
て
い
て
、
頭
に
置

か
れ
た
文
字
を
第
一
首
か
ら
順
に
拾
っ
て
み
る
と
「
や
ま
ひ
い
ゆ
（
病
癒
ゆ
）」

と
な
る
。
病
が
全
快
し
た
こ
と
の
謝
意
を
込
め
て
詠
ま
れ
た
こ
と
が
窺
え
る（
10
）

。

後
者
の
三
十
一
首
は
、
各
々
月
に
関
連
し
た
歌
題
が
施
さ
れ
て
い
る
が
、
頭
に

置
か
れ
た
各
一
字
を
つ
な
い
で
み
る
と
、

月
影
は
秋
の
夜
長
く
住
之
江
の
い
く
千
歳
に
か
相
生
ひ
の
松

の
よ
う
な
和
歌
に
な
る（
11
）

。
後
者
の
奉
納
和
歌
は
、
安
永
二
年
（
一
七
七
三
）
の

秋
に
「
沙
弥
澄
覚
」
の
名
で
詠
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
年
は
冷
泉
家
の

遠
祖
で
あ
る
藤
原
定
家
の
五
百
三
十
三
回
忌
に
あ
た
る
。
そ
れ
を
機
に
詠
み
、

奉
納
し
た
も
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
澄
覚
は
為
村
の
法
名
で
、
明
和
七
年

（
一
七
七
〇
）
に
出
家
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
言
語
遊
戯
を
駆
使
し
つ
つ
和
歌
を
詠
み
、
奉
納
し

て
い
る
の
は
冷
泉
為
村
だ
け
で
は
な
い
。
玉
津
島
社
に
『
木
綿
襁
和
歌
』
を
奉

納
し
た
堺
田
通
節
も
そ
の
一
人
で
あ
る
。
こ
の
『
木
綿
襁
和
歌
』
は
、
縦
と
横

方
向
に
各
五
首
の
和
歌
を
、
左
右
斜
め
に
各
一
首
を
配
置
し
、
各
和
歌
が
交
わ

る
部
分
に
共
通
し
た
文
字
を
用
い
る
、
と
い
う
言
葉
の
遊
戯
で
あ
る
。
ま
た
月

照
寺
に
も
、
古
今
和
歌
集
な
ど
で
人
麻
呂
の
歌
と
す
る
、

ほ
の
ぼ
の
と
明
石
の
浦
の
朝
霧
に
島
が
く
れ
行
く
舟
を
し
ぞ
思
ふ

を
、
各
歌
の
頭
に
据
え
て
三
十
二
首
の
和
歌
を
詠
む
、
と
い
っ
た
も
の
が
あ
る
。
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岸
部
延
の
『
奉
納
三
十
二
首
』
や
外
宮
内
人
秦
正
珍
の
『
正
一
位
柿
本
大
明
神

社
奉
納
和
歌
　
詠
三
十
二
首
和
歌
』、
川
井
立
斎
他
『
奉
納
三
十
二
首
』
な
ど
で

あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
三
人
も
言
葉
の
遊
び
を
意
識
し
て
い
る
。
さ
ら
に
月
照

寺
に
は
、
桑
門
三
余
の
『
奉
納
三
所
　
正
一
位
柿
本
大
明
神
法
楽
和
歌
』
中
の

「
和
州
歌
塚
廟
　
六
十
首
」
に
、
人
麻
呂
歌
の
各
句
を
借
り
て
五
首
を
詠
む
と
い

う
言
語
遊
戯
が
見
え
る
。
五
首
中
第
一
首
の
初
句
に
人
麻
呂
歌
初
句
を
、
第
二

首
の
第
二
句
に
人
麻
呂
歌
第
二
句
を
、
第
三
首
の
第
三
句
に
人
麻
呂
歌
第
三
句
、

第
四
首
の
第
四
句
に
人
麻
呂
歌
第
四
句
、
第
五
首
の
結
句
に
人
麻
呂
歌
の
結
句

を
借
り
る
と
い
っ
た
具
合
で
あ
る
。

し
か
し
、
住
吉
社
や
月
照
寺
に
奉
納
さ
れ
た
為
村
の
和
歌
を
見
る
時
、
や
は

り
言
語
遊
戯
を
以
て
の
奉
納
和
歌
は
、
そ
の
数
か
ら
し
て
も
、
そ
の
折
の
気
持

や
事
情
を
的
確
な
言
葉
、
あ
る
い
は
和
歌
に
し
て
折
り
込
む
と
い
う
面
か
ら
し

て
も
、
為
村
の
得
意
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
と
認
め
ら
れ
よ
う
。
こ
こ
に
こ

そ
、
為
村
奉
納
和
歌
の
、
も
う
一
つ
の
特
徴
が
あ
る
の
で
あ
る
。

つ
い
で
な
が
ら
、
為
村
の
和
歌
は
石
見
の
柿
本
社
に
も
奉
納
さ
れ
て
い
る
。

第
一
節
で
述
べ
た
と
お
り
、
こ
の
高
津
柿
本
神
社
所
蔵
の
和
歌
関
係
文
書
は
、

筆
者
他
二
名
が
現
在
調
査
研
究
を
続
行
中
で
あ
り
、
現
段
階（
12
）で

為
村
の
奉
納
和

歌
は
四
点
が
見
つ
か
っ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
の
二
点
は
各
々
巻
頭
に
、

①
柿
本
社
奉
納
十
五
首
和
歌

民
部
卿
藤
原
為
村

②
詠
五
首
和
歌

澄
覚

毎
首

置
字

毎
歌
首

置
一
字

と
記
さ
れ
て
い
る
。
②
例
の
第
四
字
以
降
第
九
字
ま
で
は
破
損
が
激
し
く
て
判

読
は
難
し
い
が
、
恐
ら
く
、
こ
の
と
お
り
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
二
点
と
も
言

語
遊
戯
を
用
い
て
の
奉
納
で
あ
る
。
各
々
頭
の
一
文
字
を
つ
な
ぐ
と
、
①
「
い

は
み
の
く
に
し
む
ふ
く
し
に
お
さ
む
（
石
見
の
国
真
福
寺（
13
）に

納
む
）」、
②
「
ち

い
そ
と
し
（
千
五
十
年
カ
）」
と
な
る
。

続
い
て
、
月
照
寺
奉
納
の
『
為
村
十
八
首
和
歌
』
を
、「
歌
の
上
下
の
句
の
か

た
に
字
を
な
ら
へ
十
八
首
と
な
し
」
と
い
う
序
文
の
言
に
従
っ
て
、
各
歌
の
上

句
・
下
句
の
各
々
第
一
字
を
、
第
二
節
に
翻
刻
し
た
和
歌
の
並
び
ど
お
り
順
に

拾
っ
て
ゆ
く
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

か
き
の
も
と
の
し
む
し
や
う
、
と
む
あ
ほ
う
し
の
つ
く
れ
る
を
、
く
は
つ

せ
う
し
に
、
な
か
く
お
さ
む
。

傍
線
部
の
「
し
む
‐
し
や
う
」
は
呉
音
で
は
「
し
む
‐
ざ
う
」
で
、
神
像
の

こ
と
。「
く
は
つ
‐
せ
う
‐
し
」
は
グ
ワ
ツ
セ
ウ
ジ
、
す
な
わ
ち
月
照
寺
の
こ
と

で
あ
る
。
従
っ
て
、
十
八
首
の
和
歌
の
中
に
次
の
よ
う
な
言
葉
、

柿
本
の
神
像
、
頓
阿
法
師
の
作
れ
る
を
、
月
照
寺
に
、
長
く
納
む
。

が
隠
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
冷
泉
為
村
は
、
こ
の
よ
う
な
意
味
や
願
い
を

込
め
て
、
人
麻
呂
の
神
像
と
御
厨
子
、
お
よ
び
十
八
首
の
和
歌
を
月
照
寺
に
奉

納
し
た
の
で
あ
る
。
な
お
、
月
照
寺
は
現
在
一
般
的
に
ゲ
ッ
シ
ョ
ウ
ジ
と
呼
ば
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れ
て
い
る
が
、
当
時
、
少
な
く
と
も
冷
泉
為
村
は
ガ
ッ
シ
ョ
ウ
ジ
と
理
解
し
て

い
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
言
葉
の
遊
戯
を
〈
か
ぶ
り
歌
〉、
一
般
的
に
は
折
句
と
い

う
が
、
和
歌
三
神
に
奉
納
さ
れ
た
和
歌
を
見
て
行
く
中
で
、
言
語
遊
戯
を
意
識

し
た
と
思
わ
れ
る
作
品
は
決
し
て
少
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
多

く
は
柿
本
人
麻
呂
の
作
と
さ
れ
る
「
ほ
の
ぼ
の
と
‥
‥
‥
」
の
歌
を
用
い
た
も

の
で
定
型
で
あ
る
。
前
述
、
玉
津
島
社
に
奉
納
さ
れ
た
堺
田
通
節
の
『
木
綿
襁

和
歌
』
や
、
そ
の
時
の
出
来
事
や
気
持
を
的
確
な
言
葉
や
和
歌
に
込
め
た
、
為

村
の
『
宝
暦
十
二
年
五
月
吉
日
　
冷
泉
為
村
報
賽
五
首
』『
安
永
二
年
九
月
十
三

夜
　
沙
弥
澄
覚
三
十
一
首
』、
お
よ
び
本
『
為
村
十
八
首
和
歌
』
な
ど
は
、
む
し

ろ
意
識
し
て
工
夫
を
こ
ら
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

な
お
、
こ
の
『
為
村
十
八
首
和
歌
』
に
関
連
あ
る
と
思
わ
れ
る
和
歌
文
書
が
月

照
寺
に
残
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
『
冷
泉
家
柿
本
神
像
法
楽
和
歌
』
で
、
内
題
に
、

明
和
七
年
四
月
十
三
日
於
冷
泉
家

柿
本
神
象マ

マ

尊
前
法
楽
和
歌
　
十
首

と
あ
り
、
澄
覚
・
為
泰
・
為
章
を
は
じ
め
、
計
九
人
の
詠
ん
だ
十
首
（
澄
覚
が

二
首
で
他
は
一
首
）
で
あ
る
。
最
初
と
最
後
が
澄
覚
の
歌
な
の
で
、
為
村
の
主

催
で
あ
ろ
う
。『
為
村
十
八
首
和
歌
』
の
序
文
に
、

柿
本
尊
像
頓
阿
法
師
作

去
年
の
冬
よ
り
三
度
に
三
座
、
お
も
は
す
感
得
す
る
事

あ
り
。
此
度
は
播
磨
か
た
明
石
の
月
照
し
つ
た
ふ
る
寺
に
よ
せ
た
て
ま
つ

ら
む
と
、

と
あ
っ
た
よ
う
に
、
願
が
叶
っ
て
得
た
頓
阿
作
の
人
麻
呂
像
三
座
、
そ
の
人
麻

呂
尊
像
の
御
法
楽
で
あ
る
。
こ
の
文
書
に
「
明
和
七
年
四
月
十
三
日
」
の
日
付

が
あ
り
、『
為
村
十
八
首
和
歌
』
に
も
「
明
和
七
年
夏
」
と
あ
る
こ
と
を
思
う
と
、

右
の
人
麻
呂
尊
像
御
法
楽
の
後
に
、
三
座
中
の
一
座
が
月
照
寺
に
奉
納
さ
れ
た

の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

本
『
冷
泉
家
柿
本
神
像
法
楽
和
歌
』
に
も
折
句
が
用
い
ら
れ
て
い
て
、
各
首

の
頭
を
つ
な
ぐ
と
「
し
む
し
や
う
の
そ
む
せ
む
（
神
像
の
尊
前
）」
と
な
る
。
た

だ
、
こ
の
和
歌
文
書
の
筆
跡
は
冷
泉
流
で
は
な
い
。
為
村
・
為
泰
・
為
章
以
外

の
人
物
が
書
き
留
め
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

お
わ
り
に

冷
泉
為
村
に
よ
っ
て
、
柿
本
人
麻
呂
神
像
と
と
も
に
、
明
石
の
月
照
寺
に
奉

納
さ
れ
た
『
為
村
十
八
首
和
歌
』
を
紹
介
し
つ
つ
、
為
村
奉
納
和
歌
の
特
徴
と

し
て
次
の
点
を
考
え
て
き
た
。
一
つ
は
書
体
に
つ
い
て
で
、〈
晴
れ
〉
の
場
で
の

書
法
、
つ
ま
り
定
家
様
を
基
に
成
し
た
冷
泉
流
書
法
で
書
き
綴
っ
て
い
る
こ
と
。

一
つ
は
言
語
遊
戯
に
つ
い
て
で
、
折
々
の
機
知
に
富
ん
だ
言
葉
や
和
歌
を
頭
に

置
く
〈
か
ぶ
り
歌
〉、
つ
ま
り
折
句
の
技
法
を
用
い
て
の
奉
納
が
多
い
こ
と
、
の

二
点
で
あ
っ
た
。
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最
後
に
、『
為
村
十
八
首
和
歌
』
の
部
立
に
つ
い
て
簡
単
に
ふ
れ
、「
お
わ
り

に
」
に
代
え
た
い
。

第
二
節
に
翻
刻
し
た
和
歌
を
利
用
し
つ
つ
見
て
ゆ
く
と
、
十
八
首
中
、
三
首

ご
と
に
部
立
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
分
か
り
や
す
く
ま
と
め
る
と
、
次
の
ご
と

く
に
な
る
。
な
お
、
①
〜
⑱
の
番
号
は
、
第
一
首
か
ら
第
十
八
首
を
意
味
し
て

い
る
。

①
　
孟
春
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩
　
孟
冬

春
　
②
　
仲
春
　
　
　
　
　
　
冬
　
⑪
　
仲
冬

③
　
季
春
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫
　
季
冬

④
　
孟
夏
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬
　
初
恋

夏
　
⑤
　
仲
夏
　
　
　
　
　
　
恋
　
⑭
　
盛
ん
な
る
恋

⑥
　
季
夏
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮
　
終
わ
り
の
恋

⑦
　
孟
秋
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯
　
初
め
の
頃

秋
　
⑧
　
仲
秋
　
　
　
　
　
　
雑
　
⑰
　
現
在
の
思
い

⑨
　
季
秋
　
　
　
　
　
（
神
）
⑱
　
将
来
へ
の
思
い

注（
１
）
例
え
ば
『
宝
暦
二
年
九
月

冷
泉
為
村
ほ
か
連
名
百
首
』
な
ど
。『
住
吉
大
社
奉
納
和

歌
集
』（
神
道
宗
紀
・
鶴
崎
裕
雄
　
東
方
出
版
刊
）
を
参
照
。

（
２
）『
日
本
古
典
文
学
大
辞
典
⑥
』（
岩
波
書
店
刊
）
に
よ
る
。

（
３
）「
堂
上
和
歌
の
伝
統
と
文
化
圏
」（『
日
本
の
近
世
12

文
学
と
美
術
の
成
熟
』

中

央
公
論
社
刊
）

（
４
）
平
成
十
六
年
八
月
二
十
七
日
の
時
点
。

（
５
）『
山
陰
地
域
研
究
』（
第
８
号
　
平
成
四
年
三
月
　
島
根
大
学
山
陰
地
域
研
究
総
合
セ

ン
タ
ー
刊
）

（
６
）
詳
し
く
は
、
拙
稿
「
冷
泉
為
村
の
奉
納
和
歌
―
住
吉
社
・
玉
津
島
社
奉
納
和
歌
と
そ

の
書
風
―
」（『
帝
�
山
学
院
短
期
大
学
研
究
年
報
』
43
号
　
平
成
七
年
十
二
月
）
や
、

「
冷
泉
為
村
の
奉
納
年
月
不
明
和
歌
―
住
吉
社
奉
納
『
堂
上
寄
合
二
十
首
』
の
場
合

―
」（『
す
み
の
え
』
二
一
九
号
　
平
成
八
年
一
月
　
住
吉
大
社
刊
）、『
住
吉
大
社
奉

納
和
歌
集
』（
神
道
宗
紀
・
鶴
崎
裕
雄
　
東
方
出
版
刊
）
な
ど
を
参
照
。

（
７
）
注
６
同
中
、
拙
稿
「
冷
泉
為
村
の
奉
納
和
歌
―
住
吉
社
・
玉
津
島
社
奉
納
和
歌
と
そ

の
書
風
―
」（『
帝
�
山
学
院
短
期
大
学
研
究
年
報
』
43
号
　
平
成
七
年
十
二
月
）
五

十
六
頁
。

（
８
）
こ
の
人
麻
呂
像
（
写
真
Ⅰ
）
は
、
仏
師
が
彫
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
ほ
ど
の
も
の
で
あ

る
。
頓
阿
に
は
こ
の
よ
う
な
特
技
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
頓
阿
は
、
一
般
的
に
は

次
の
よ
う
に
説
か
れ
る
人
物
で
あ
る
。

ト
ン
ア
・
ト
ン
ナ
と
も
。
鎌
倉
・
南
北
朝
時
代
の
僧
侶
、
歌
人
、
歌
学
者
。

京
都
の
人
で
俗
名
は
二
階
堂
貞
宗
。
出
家
後
、
二
条
家
の
嫡
流
二
条
為
世
に

師
事
、
為
世
の
没
後
も
二
条
宗
家
に
仕
え
た
。
二
条
家
歌
学
を
再
興
。

（
９
）
冷
泉
為
村
に
学
ん
だ
伊
勢
の
僧
、
涌
蓮
の
歌
集
に
『
法
の
え
』
が
あ
る
。
こ
れ
は
宝

暦
十
一
年
（
一
七
六
一
）
一
月
に
、
法
然
上
人
の
五
百
五
十
年
遠
忌
が
行
わ
れ
た
の

を
機
に
、
上
人
の
一
枚
起
請
文
を
仮
名
に
し
、
一
字
ず
つ
を
冒
頭
に
据
え
て
三
百
四

十
二
首
を
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
。『
法
の
え
』
は
『
か
ぶ
り
歌
』
の
別
名
を
も
つ
が
、
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一
字
ず
つ
を
冒
頭
に
据
え
て
詠
ん
で
い
る
こ
と
に
由
来
す
る
。
つ
ま
り
、
当
時
こ
の

類
の
歌
は
〈
冠か
ぶ

り
歌
〉
と
称
さ
れ
て
い
た
。

な
お
、
こ
の
〈
か
ぶ
り
歌
〉
や
、
各
歌
の
最
後
に
も
同
じ
言
葉
を
置
く
〈
沓
冠
歌
〉

と
い
っ
た
言
語
遊
戯
は
、
古
く
か
ら
行
な
わ
れ
て
い
た
。
例
え
ば
、
平
安
時
代
の
歌

人
源
順
の
家
集
で
あ
る
『
源
順
集
』
に
は
、
藤
原
有
忠
や
藤
原
輔
相
と
互
い
に
詠
み

競
っ
た
『
あ
め
つ
ち
の
歌
四
十
八
首
』
と
題
す
る
も
の
が
残
っ
て
い
る
。

（
10
）
冷
泉
為
村
は
、
宝
暦
十
一
年
（
一
七
六
一
）
十
月
十
九
日
、
唇
が
右
に
歪
み
食
べ
た

も
の
が
口
か
ら
こ
ぼ
れ
落
ち
る
と
い
う
、
中
風
の
症
状
に
似
た
病
に
か
か
っ
た
（
久

保
田
啓
一
氏
・
注
３
同
）。
本
奉
納
和
歌
は
、
こ
の
病
が
全
快
し
た
こ
と
の
謝
意
か

ら
、
宝
暦
十
二
年
五
月
に
住
吉
社
を
遥
拝
し
て
詠
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

懐
紙
の
端
裏
書
「
住
吉
社
遥
拝
　
宝
暦
十
二
年
五
月
吉
日
」
に
よ
っ
て
窺
い
知
る
こ

と
が
出
来
る
。
こ
の
時
為
村
は
五
十
一
歳
で
あ
っ
た
。

（
11
）
こ
の
奉
納
和
歌
の
奥
書
に
は
、

久
し
く
霊
夢
の
感
応
を
た
う
と
み

あ
ふ
き
な
か
く
月
明
の
恩
光
を

つ
た
へ
か
し
こ
ま
り
て
謝
し
奉
る

安
永
二
年
秋

京
極
黄
門
五
百
三
十
三
回
に
あ
た
る
と
し沙

弥
澄
覚
上

と
あ
る
。
か
つ
て
の
夢
で
、
和
歌
の
神
（
住
吉
の
神
）
よ
り
お
告
げ
の
あ
っ
た
こ
と

を
尊
く
感
じ
、
今
日
に
ま
で
続
く
そ
の
恩
恵
を
感
謝
す
る
と
い
う
も
の
で
、
住
吉
社

を
敬
う
歌
人
為
村
が
こ
こ
に
は
あ
る
。「
京
極
黄
門
」
は
、
為
村
が
敬
愛
し
た
遠
祖

藤
原
定
家
の
こ
と
で
、
折
し
も
、
安
永
二
年
（
一
七
七
三
）
は
定
家
の
五
百
三
十
三

回
忌
に
あ
た
る
。「
沙
弥
澄
覚
」
は
為
村
の
こ
と
。
為
村
六
十
二
歳
の
時
の
奉
納
で

あ
る
。

（
12
）
注
４
に
同
じ
。

（
13
）
明
石
の
月
照
寺
が
播
磨
柿
本
社
の
別
当
寺
で
あ
っ
た
の
と
同
様
、
真
福
寺
は
石
見
柿

本
社
の
別
当
寺
で
あ
る
。
真
福
寺
を
通
じ
て
柿
本
社
へ
奉
納
し
た
の
で
あ
る
。
真
福

寺
は
明
治
初
年
の
廃
仏
毀
釈
に
よ
り
廃
寺
と
な
っ
た
。

―
―
平
成
十
六
年
九
月
十
六
日
―
―


